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神奈川、昭58不33、昭59.7.25 

 

命 令 書 

 

 申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合京セラ支部 

 

 被申立人 京セラ株式会社 

 

主  文 

１ 被申立人は、その職制らを通じて申立人組合及びその組合員に対する誹謗、中傷、どう喝

的発言を行わせ、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 

２ 被申立人は、申立人組合が、昭和58年８月９日に申し入れた団体交渉を、組合が会社提案

の新就業規則を一括受諾しないこと、新就業規則に関する団体交渉はすでに交渉がしつくさ

れていること等を理由に拒否してはならない。 

３ 被申立人は、本命令交付後速やかに次の文書を縦１メートル横２メートルの白色木板に墨

書し、被申立人会社玉川作業所の正面入口の従業員の見易い場所に２週間掲示しなければな

らない。 

誓 約 書 

  当社、Ｂ１所長の個人面談における発言、Ｂ２教育責任者の従業員教育における発言、旧

ヤシカ岡谷工場からの派遣従業員の発言及び当社が貴組合の申し入れた団体交渉を正当な理

由なく拒否したことは、いずれも不当労働行為に該当すると神奈川県地方労働委員会から認

定されました。 

  当社は、これを深く反省し、今後再びこのような行為をくり返さないことを誓約します。 

昭和  年  月  日 

総評全国一般労働組合神奈川地方連合京セラ支部 

執行委員長 Ａ１ 殿 

京セラ株式会社 

代表取締役 Ｂ３ 

 

理  由 

第１ 認定した事実 

１ 当事者 

⑴ 被申立人京セラ株式会社（以下「会社」という。）は、肩書地に本社を置き、川崎市に

川崎事業所及び玉川作業所を北海道、福島、長野、伊勢、滋賀、九州に各工場を有し、

電子機器、光学機器及び同部品の製造販売等を業とする従業員約12,000名弱の企業であ

る。 

  なお、会社は、昭和57年10月１日にサイバネット工業株式会社を、昭和58年10月１日

に株式会社ヤシカをそれぞれ吸収合併している。 

⑵ 申立人総評全国一般労働組合神奈川地方連合京セラ支部（以下「組合」という。）は、

会社の玉川作業所の労働者27名と川崎事業所の労働者２名をもって構成されている労働
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組合である。 

  なお、組合は、昭和53年４月11日、旧サイバネット工業株式会社川崎工場の労働者に

より結成され、当初は総評全国一般神奈川統一労働組合サイバネット工業支部と称して

いたが、同社が会社に吸収合併されるにともない、昭和57年12月25日、前記組合名に名

称を変更した。 

⑶ 当委員会は、組合と旧サイバネット工業株式会社との間の不当労働行為救済申立て事

件につき、すでに次の各命令を発している。 

① 昭和53年（不）第20号、第22号、第23号事件（53・９・22救済）―（川崎工場の閉

鎖と玉川作業所への配転問題等） 

② 昭和53年（不）第47号、第48号及び54年（不）第２号事件（54・７・27救済）―（組

合員２名に対する就労妨害問題等） 

③ 昭和54年（不）第38号事件（55・５・30救済）―（54年冬期一時金差別問題） 

④ 昭和54年（不）第14号事件（55・７・22救済）―（休業保障及び施設利用の問題） 

⑤ 昭和55年（不）第11号事件（55・10・13救済）―（賃上げ、一時金その他労働条件

変更についての団交拒否問題） 

⑥ 昭和56年（不）第18号事件（56・１・14救済）―（55年夏期一時金差別問題） 

⑦ 昭和56年（不）第６号事件（57・２・１救済）―（55年賃上げ差別問題） 

  なお、上記①の命令については和解成立、⑦の命令は確定し、②ないし⑥の命令は再

審査に係属したが、昭和57年11月27日に争議の全面解決を内容とする協定が締結され、

取り下げられた。 

２ 会社職制の発言 

⑴ 組合役員に対する働きかけ 

ア 昭和57年12月１日、従来空席となっていた玉川作業所の所長に会社の滋賀県蒲生工

場セラミック事業部製造責任者Ｂ１が就任した。Ｂ１所長は、着任早々の同月下旬か

ら、翌昭和58年１月にかけ、玉川作業所の２階食堂において、組合の役員を対象に次

のような働きかけを行った。Ａ１委員長及びＡ２書記長（現副委員長）に対しては「組

合のことばかりやってもしょうがないだろう。もっと自分のことを考えて仕事をいっ

しょうけんめいやり出世した方がいい。君らが先頭に立って責任者となり組合員を引

っぱっていけ、今がチャンスだ。」Ａ３副委員長に対しては「組合活動より仕事をいっ

しょうけんめいやって責任者になれ、組合を抜けろとは言わないが、もっと仕事の方

に力を入れて責任者的立場に立ちみんなを引っぱっていかなければいけない。」このほ

かＡ４副委員長、Ａ５執行委員及びＡ６組合員に対しても責任者となるよう前記と同

様の働きかけを行った。 

  この働きかけに対し、Ａ４副委員長及びＡ６組合員を除く他の組合役員は、責任者

になると組合での地位と矛盾する点がでてくるので、受け入れるわけにはいかないと

拒否したが、Ｂ１所長は、昭和58年１月10日、食堂において、Ａ３、Ａ１、Ａ２、Ａ６

らを責任者とする旨発表するとともに次のような組織図を作業所内にはり出した。 
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イ Ａ１委員長、Ａ３副委員長及びＡ２書記長は、組織図の発表された１月10日以後も

職制的仕事を一切行わなかったが、Ａ４副委員長及びＡ６組合員は、年次有給休暇の

チェックや業務の監視をするなど労務管理的仕事を行うようになった。また、両名は、

組合の集会や会合等に無断で欠席するようになり、同年４月分からの組合費も納めな

くなり、組合の説得にも耳を貸さなくなったため、同年７月、組合から除名された。 

ウ 会社には、通常みられる部長、課長、係長、主任といった段階的な職制制度はなく、

役員を含めて職制となったものすべてを責任者とする制度が採用されている。しかし、

責任者すべてが労務管理上同一の権限を有するわけではなく、当該責任者がどのよう

な権限を有するかは運用上個別に決められることになっている。玉川作業所における

責任者の選任及びその職務権限の決定権者はＢ１所長である。 

⑵ Ｂ１所長の発言 

ア Ｂ１所長は、女性従業員の前職及び作業能力を調査し、仕事に対する適性の判断材

料にするとして、昭和58年２月中旬ころから玉川作業所の食堂において女性従業員を

対象に個人面談を行った。個人面談におけるＢ１所長の発言内容は、およそ次のよう

なものであった。 

  同年２月18日、午後３時から同４時にかけ、Ａ７組合員に対して、「あの人達（Ａ８、

Ａ９、Ａ10）とつきあわんほうがいい。」「多摩川病院の闘争に行くのはよくない。病

院の中が大変になってしまう。」 

  同年３月１日午後３時10分から同４時にかけ、Ａ11組合員に対して、「寒い時には、

組合の動員があっても生理痛とか用事があると言って遠慮させてもらったら。決して

組合をやめろと言っているのではないですよ。」「Ａ４君やＡ６君はよくやってくれて

いる。」「活動でもボランティア活動のほうがいい。」 

  同月２日午前10時15分から同11時35分にかけ、Ａ12組合員に対して、「もし、ビラを

はれば仕事を全部引きあげる。」「Ａ13さんは組合員かも知れないが、組合にはついて

いけないと言っていた。Ａ９、Ａ８、Ａ10の３人とはつきあわずにＡ13さんと仲よく

するように。」 

イ 同年３月18日、組合は、前記Ｂ１所長発言に対する抗議文をＢ１所長に提出し、今

後再びこのような行為をくり返さないよう書面による回答を求めた。 

ウ 同月22日玉川作業所の食堂において、組合の執行委員全員とＢ１所長との間で交渉

が行われた。組合は、Ｂ１所長の行った個人面談は、組合の組織的弱体化を狙った不

当労働行為であるとして、その謝罪を求めたところ、Ｂ１所長は、「あれくらいで問題

になるんでは、よほどえりをたださなきゃあならんな。」などと言いながらも同月28

日までに文書で回答することを約束した。 

生産 

Ｂ１所長 

総務 Ｃ２ 

技術 

Ｂ１ 

製造 

Ｃ１ 

技術管理 

資材管理 Ａ３ 

Ａ１ 

Ａ４ 

製  造 

製造管理 Ａ２ 

Ａ６ 
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エ しかし、約束の期日になってもＢ１所長からの文書回答がなかったため、同月29日

に行われた事務折衝の席上、Ａ２書記長が回答を催促したところ、Ｂ１所長は「どう

書いたらいいかわからない。書くことによって会社に不利益が及ばないか。」などと言

い、結局、文書回答は行わなかった。 

オ 同年４月８日、組合は、Ｂ１所長に対し、文書回答がない以上、組合員の個人面談

には常に不当労働行為の可能性があるとして、以後の面談を拒否する旨の通告書を提

出した。 

カ 同月18日、川崎市の市民プラザにおいて、Ｂ１発言問題に関する団体交渉が行われ

た。会社側は、Ｂ４常務、Ｂ２教育責任者、Ｂ５人事責任者、Ｂ６川崎事業所長及び

Ｂ１所長が出席し、「一連のＢ１発言で誤解を生じたが、今後は注意をする。組合をど

うこうする意図はなかった」と釈明するとともに組合の４月８日付け通告書の撤回を

求めた。組合は、あくまで文書による回答を求め、撤回要求を拒否した。 

⑶ Ｂ２教育責任者の発言 

ア 昭和58年４月下旬から６月上旬にかけて、京都本社のＢ２教育責任者が玉川作業所

の食堂に従業員を３、４名ずつ呼んで、Ｂ３社長の新入社員へのあいさつを収録した

ビデオテープを映写して見せたり、会社の歴史について話をしたりした。 

  この従業員教育に際し、Ｂ２教育責任者は、同年５月11日に組合員Ａ９ら４名に対

して、「組合は目先のことしか考えていない。春闘において２万なんぼの要求をだして

きているが、会社の状況を考えればそんな要求はできないはずだ。」と組合運動を批判

したり、同月中旬にはＡ14ら３、４名の組合員に対し、申立人組合員以外に現在適用

されている退職金制度が申立人組合にも導入されることが決まっているにもかかわら

ず、「組合には新しい就業規則が適用されていないから退職しても退職金は出ないよ。」

と言ったりした。 

イ 退職金制度についてはＢ２教育責任者も出席した昭和57年11月27日の団体交渉にお

いて、組合にも導入する旨の条項を含む協定が締結されているため、組合は、Ｂ２発

言は事実に反することを言って組合員の動揺を誘うものであるとして、直ちに執行委

員会及び全体集会を開き、腕章闘争に入ることを決定し、Ｂ２教育責任者に抗議を行

ったところ、同人が発言の誤りを認めたため腕章闘争を中止した。 

⑷ ヤシカ岡谷工場からの派遣従業員の発言 

  昭和58年７月25日株式会社ヤシカの岡谷工場からＡ15ほか９名の従業員が玉川作業所

のコードレステレフォンの生産力向上をはかるとして同作業所に派遣された。同人らの

岡谷工場における役職及び労働組合での役員歴は次のとおりである。 

氏名 年齢 
ヤシカ岡谷 

工場での役職 
労働組合での役職 

Ａ15 44 組立部二課長 

昭和50年３月の組合の委員長 

（２期半） 

（再建委員会主力メンバー） 

Ａ16 48 人事総務課長 
元執行委員 

（再建委員会主力メンバー） 
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Ａ17 44 資材課長 

元委員長 

（５期） 

（再建委員会主力メンバー） 

Ａ18 44 業務課長 

元委員長 

（２期） 

（再建委員会幹部） 

Ａ19 45 製造部二課長 元書記長 

Ａ20 41  

現執行委員組織部長 

元代議員会議長 

（再建委員会メンバー） 

Ａ21  組立係長  

Ａ22 42 組立班長 元執行委員 

Ａ23 35 組立班長 現代議員 

Ａ24  組立  

  Ａ15、Ａ16、Ａ19、Ａ23らは、同年８月から10月にかけて、組合員Ａ25、Ａ26、Ａ14

らに対して「ここの人達（組合員）はちっとも働かない。」「もっと働かないとボーナス

をもらえない。」「権利や要求ばかり言っている。」「仕事の足をひっぱっている。」、Ａ２

副委員長やＡ27組合員をさして「あんな落ちぶれた姿にはなりたくない。」などと発言し

た。 

３ 会社の団体交渉拒否 

⑴ 旧サイバネット工業株式会社当時における就業規則は、玉川作業所の申立人組合員に

適用するものとその他の従業員に適用するものとの二本建てになっていたが、会社合併

後も申立人組合員には株式会社京セラの就業規則の適用が除外されたため、就業規則の

二本建てという状態は変らなかった。そこで会社は、労働条件の統一を図る必要がある

として、昭和57年11月30日に行われた団体交渉において、組合に対し、京セラの就業規

則を新就業規則として申立人組合員にも適用したい旨提示したうえ、同年12月24日の事

務折衝において、その内容説明を行い、一括受諾を求めた。 

⑵ 組合は、新就業規則は、完全月給制、公私傷病についての補償等、既存の就業規則よ

り労働条件の向上する部分を含むものの、休日及び年次有給休暇の削減、実労働時間の

増加により年間総労働時間が約150時間増加するなど労働条件の低下する面も大きいとし

て、昭和58年２月10日に開催された団体交渉において、会社に対して労働時間の増加す

る分を賃金にはねかえさせたり、増加時間を一部減少させるなどの余地があるかどうか

ただしたところ、会社は、一切変更できない、一括提案に対しての一括回答を求めると

の見解を示した。 

⑶ 組合は、更に内部検討を重ねたうえ、同年６月７日開催の団体交渉において、組合と

しては賛否両論あるものの、一括ではあまりにも労働条件が低下しすぎるとの結論に達

したので、一括では受けられないと回答するとともに、今後においても従来どおり個別

労働条件の改善について要求を提出していく意向を表明した。 

⑷ 昭和58年度賃上げ及び夏期一時金闘争が、同年７月１日妥結した後、組合は同年８月
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９日付けをもって会社に対し、「公私傷病における賃金100パーセント補償」を議題とし、

同月23日を交渉日とする団体交渉の申入れを行った。 

⑸ 会社は、同月22日組合に対し、「会社は貴支部に対し、以前より就業規則の改正を提案

し、その件について事務折衝及び団体交渉を行った結果、双方の主張が平行線で未だ当

事者間に合意がありません。当然のことながら当事者間に合意があれば、直ちに実施致

したく存じます。なお、会社は、会社提案による解決のための団交開催の用意がござい

ますので、応諾の回答のありしだい会社より交渉日時をお知らせします。」と回答し、団

体交渉には応じなかった。 

⑹ その後、組合は、同年８月26日、９月６日、同月17日及び10月15日付けで会社の団体

交渉拒否に抗議するとともに、直ちに団体交渉に応じるよう申入れを行ったが、会社は、

前記８月22日付け回答書の理由をくりかえし、組合より新就業規則の一括受諾の回答が

ないとして、団体交渉を拒否し続けている。 

第２ 判断及び法律上の根拠 

１ 会社職制らによる発言の不当労働行為の成否について 

  組合は、前記第１の２⑵ないし⑷認定の個人面談におけるＢ１所長の発言、従業員教育

に際してのＢ２教育責任者の発言及び旧ヤシカ岡谷工場からの派遣従業員の発言は、組合

及び組合員に対する差別的、どう喝的発言であり、労働組合法第７条第３号に該当する不

当労働行為であると主張し、会社はいずれもこれを否定するので、以下判断する。 

⑴ Ｂ１所長の発言について 

  個人面談におけるＢ１所長の発言内容については、組合及び会社間に主張の食い違い

がみられるが、審査の全過程を通じてみれば、Ｂ１所長は、組合員に対して業務又は私

生活についての話をする中で、前記第１の２⑵認定のとおり、組合活動に関する発言を

行ったことが認められる。 

  会社は、この点について、組合は、個人面談における話の流れの中から発言の一部だ

けを取りあげて、誇張したり、歪曲したりしており、事実にも反し不当労働行為とはな

らないと主張する。 

  しかし、個人面談の中における発言の一部であってもその内容は、「多摩川病院の闘争

に行くのはよくない」「寒い時には組合の動員があっても生理痛とか用事があると言って

遠慮させてもらったら」と組合活動に対する抑制的発言であったり、「ビラをはれば仕事

を全部引き上げる」とどう喝的発言であったり、「Ａ９、Ａ８、Ａ10の三人とはつきあわ

んほうがいい、Ａ13さんと仲よくしてやってくれ」というような組合員の分断を図る発

言である。組合の主張に多少の誇張があり、発言した言葉を正確にとらえていない面が

あったとしても、このような趣旨の発言が、その職場の最高責任者から個人面談という

特殊な場を利用して個別に行われれば、組合員に対する心理的影響はまぬがれないもの

があると言わなければならない。 

  しかも、前記第１の２⑴認定のとおり、Ｂ１発言が、組合役員に対して責任者となる

よう会社の働きかけが行われた直後になされていることを考えあわせれば、会社の意図

は、個人面談を実施する中で、組合員一人ひとりに私生活上の話に関連させながら、組

合活動をけん制し、組合員間の分断あるいは組合からの離反を促すような話をして、組

合組織の弱体化を図ることにあったと認めざるをえない。 
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⑵ Ｂ２教育責任者の発言について 

  会社は、Ｂ２教育責任者が、従業員教育の場で組合員に退職金制度について話をした

のは、組合員の質問に答えて現状の説明を行っただけにすぎないと主張する。 

  しかしながら、退職金制度は、昭和57年11月27日に締結された協定において、組合に

も導入されることが既に決まっており、Ｂ２教育責任者は、そのことを十分承知してい

たはずであるのに、同人の行った説明内容は、あたかも組合員には退職金制度が導入さ

れず、退職しても退職金が支給されないかのような組合員に不安をいだかせる趣旨のも

のであって、会社の主張するように現状の説明を行っただけとは到底認められない。 

  しかも、Ｂ２教育責任者は、Ｂ３社長のビデオテープを映したり、会社の歴史につい

て話をしただけにとどまらず、前記第１の２⑶認定のとおり「組合は、目先のことしか

考えていない。春闘において２万なんぼの要求をだしてきているが、会社の状況を考え

ればそんな要求はできないはずだ。」と組合運動を批判する発言まで行っているのであっ

て、このことをあわせ考えれば、同人の発言の狙いは、個人面談におけるＢ１所長発言

の意図と同様、従業員教育の場を利用して組合員にいくらかでも組合から離反する気持

あるいは組合批判の気持をおこさせ、組織の弱体化を図ることにあったと言わざるをえ

ない。 

⑶ 旧ヤシカ岡谷工場からの派遣従業員の発言について 

  会社は、玉川作業所に旧ヤシカ岡谷工場の従業員を派遣したのは、玉川作業所におけ

るコードレステレフォンの増産が目的であって、同人らが同作業所に赴任後、職場でど

のような発言をしていたかは会社の関知しないところであり、同人らの発言を会社の行

為と同視することはできないと主張する。 

  しかしながら、前記第１の２⑷認定のとおり、旧ヤシカ岡谷工場から派遣された10名

の従業員の経歴をみると８名が人事総務課長などの管理職の地位にあったものであり、

年齢も高く、玉川作業所の増産に寄与するため、コンベアの流れ作業に従事する従業員

として派遣されてきたとみるには、あまりにも不自然すぎるきらいがある。 

  また、同人らのほとんどが、組合の委員長、書記長、執行委員といった組合役員の経

歴の持主であることを考えあわせると、会社の真の意図は、組合役員に対する懐柔工作、

個人面談におけるＢ１所長発言、従業員教育を通じてのＢ２教育責任者発言等これまで

試みてきた組合弱体化工作がすべて会社の思惑に反し、それほどの効果をあげなかった

ため、手段を変えて合併前の旧ヤシカ岡谷工場から組合役員歴を持つ管理職らを玉川作

業所に送りこみ、同人らをして「組合は権利や要求ばかりしている」「あんな落ちぶれた

姿にはなりたくない」などと組合及び組合員に対する中傷的発言をくりかえし行わせ、

組合の弱体化を図ることにあったと推認せざるをえない。 

⑷ 以上⑴ないし⑶判断におけるＢ１所長発言、Ｂ２教育責任者発言及び旧ヤシカ岡谷工

場からの派遣従業員の発言は、いずれも組合の弱体化を企図した会社の組合に対する支

配介入行為であり、労働組合法第７条第３号に該当する不当労働行為であると判断する。 

２ 会社の団体交渉拒否と不当労働行為の成否について 

  前記第１の３⑷ないし⑹認定のとおり、昭和58年８月９日組合が本件団体交渉の申入れ

を行い、会社がこれを拒否している事実は当事者間に争いがない。 

  組合は、会社が正当の理由もなく、団体交渉を拒否していることは、労働組合法第７条
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第２号に該当する不当労働行為であると主張する。 

  これに対し会社は、組合の要求する「公私傷病における賃金100パーセント補償」の団体

交渉事項は、新就業規則の一部適用問題と同一であり、裏をかえせば、会社が組合に求め

ている新就業規則の一括受諾問題と同義の問題にすぎない。そして、同問題については、

すでに組合と交渉を重ねた結果、双方の見解が対立し、互譲の見込みがまったくなく、デ

ッドロックに乗り上げた状態になっているのであるから、これ以上交渉を重ねても無意味

である。したがって、組合が新就業規則を一括受諾するか、新提案でもしないかぎり、組

合の団体交渉申入れを会社が拒否することには正当の理由があると主張するので、以下判

断する。 

⑴ 確かに、前記第１の３⑴ないし⑶認定のとおり、新就業規則に関する団体交渉は昭和57

年11月30日以降数回行われている。 

  しかしながら、組合が求めている本件団体交渉の内容は、「公私傷病に関する賃金補償」

という個別労働条件の問題であり、たとえその問題が新就業規則の内容の一部に含まれ

ていたとしても、組合が労働条件の改善の問題として団体交渉において要求しうる内容

であることに変りはない。新就業規則には上記の補償問題をはじめその他の労働条件に

ついても広範囲にわたって定められているのであるから、かかる会社の主張を是認する

とすれば、組合は、会社の提示する新就業規則を一括受諾しないかぎり、同規則に定め

られている労働条件に関する団体交渉を一切なしえないことになり、はなはだ不合理な

ことと言うほかはない。 

⑵ また、仮に本件団体交渉を会社の主張するとおり、新就業規則に関する団体交渉と同

一のものであるとしても、会社は、この団体交渉において、①新就業規則の内容の変更

は認めない ②一括受諾以外は認めないとし、まったく妥協の余地のない態度をとり、

結局、これまでの団体交渉においては中身の話合いに入ることができなかったのである

から、会社は、この交渉をもって団体交渉をつくしたと言うことはできないし、また、

誠実に団体交渉義務を果したと認めることはできない。 

⑶ 以上⑴及び⑵判断のとおり、会社の主張する団体交渉拒否理由は、いずれも正当とは

認めがたく、本件会社の団体交渉拒否は労働組合法第７条第２号に該当する不当労働行

為であると判断する。 

  以上のとおり、個人面談におけるＢ１所長発言、従業員教育におけるＢ２教育責任者の

発言及び旧ヤシカ岡谷工場からの派遣従業員の発言は、労働組合法第７条第３号に、本件

会社の団体交渉拒否は、同法第７条第２号にそれぞれ該当する不当労働行為であり、その

救済としては主文の程度をもって妥当なものと考える。 

  よって、労働組合法第27条及び労働委員会規則第43条の規定を適用し、主文のとおり命

令する。 

 

 昭和59年７月25日 

     神奈川県地方労働委員会 

       会長 江 幡   清 


